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特集/市町村文書館の創造

地域文書館の創造に向けて
一特に市町村文書館創造への展望ー

はじめに

地域文書館、特に市町村文書館をいかに創

造するか。

今回の特集は、今までの文書館設立運動を

踏まえて、さらに新たな地域文書館の創造に

むけてステップアップすることを意図するも

のと考え、特に市町村での公立文書館に的を

絞って検討したい。

「地域文書館」については、昭和62年公文

書法が公布された年と前後して、埼玉県市町

村史編さん連絡協議会(埼史協・現埼玉県地

域史料保存活用連絡協議会)においてその設

立が提唱されて以来、今までにさまざまな検

討や論考がなされている~また実際にその試

みにそった施設等も埼玉県内に設立されてい

る2)。

本誌においても、「文書館」そのものについ

ての機能論や組織論について、また文書館の

設立についてはさまざまな論考がみられる九

今回ここでは、文書館 「論Jを展開するこ

とを目的とせず、地域文書館、特に市町村で

の公立文書館の創造のためには何が必要なの

か、全史料協において最近相次いで発刊され

た刊行物を中心に、いままでの道程を整理し

ながら 4)、“新たな創造への道"を探っていく

ことに主眼をおいて考えてみたい。

*さとう かつみ戸田市教育委員会

佐藤勝巳*
Satoh Katsum i 

1. r日本の文書館運動』から

全史料協では、設立20周年を記念して『日

本の文書館運動 全史料協の20年 Pを1996

年3月に発刊した。ここには 「戦後の史料保

存運動の歩みjとして 「文書館前史」から 「史

料保存運動の新たな展開J6)まで、いままでの

史料保存運動の歴史が詳細かつ適切にまとめ

られている。これをみると、史料保存運動の

中でのさまざまな問題がそれぞれの時代のな

かで、先輩たちによってどのように解決へ向

けての努力がなされて来たかがわかるだけで

なく、全史料協の20年間についても当然なが

ら、この史料保存運動の中での関わりから、

さまざまな課題を抱えつつも文書館設立運動

へと発展し、現在に至っていることが読み取

れる九

また、全史料協の歩みは、まさに全国大会

での活動にその歴史を見ることができ、これ

を追うと“如何に全国に文書-館を作って行く

か旬、が一環してのテーマであり、法律制定

への働きかけもそのためのものであったこと

が知れる。

全史料協の第15回広島大会より第17回徳島

大会まで、大会テーマは 「地域のなかの文書

館」であり、地域における〈文書館とは何か〉、

地域にとって文書館の果たす〈役割とは何か〉、

を模索する大会でもあったと考える。これも

地域文書館の創造へと帰結することになろう。

全国大会において、特に市町村の文書館に

Satoh Katsumi : Officer， Education Committee of Toda Municipal Government 
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年月日 大会名 発表者 ァーマ(備考)

昭和51年 2月 第 l回山口大会
藤沢市文書館 行政文書の収集・整理における藤沢市

高野修 文書館の問題点

昭和52年 1月 第 2回京都大会
山口市公文書室 山口市公文書室における行政文書収集

高橋文雄 と保存の現状と問題点について

地方図書館における文書の収集と問題

昭和52年11月 第 3回福島大会
多久市立図書館 点について(この報告から文書館・資

細川章 料館のない場合は図書館がその代役を
果たし得ることが確認される)

横浜市史編集室
資料館建設の進め方 (市史編纂事業よ

昭和53年11月 第 4回岐阜大会 りの資料館建設が主題・この大会以降
東海林静男

市町村の編纂関係者が参加する)

広島市における公文書の保存(この大

広島市公文書館
会で山口県文書館広田氏より「文書

昭和54年11月 第5回神奈川大会
近藤憲男

館と歴史編纂事業について発表あり。
この頃、各県での文書館設立運動が、
県史編纂事業に立脚 し進行していた。)

市町村からの発表なし

昭和55年11月 第6回東京大会
(大会で、は富山県史編さん班新田氏によ る「県史編纂事業
と公文書の収集整理」の発表あり公文書の利用とい う観点
から県史編纂の文書館建設への役割が確認された。)

ト宮市博物館建設準備室 一宮市における行政文書の保存と整理

昭和56年11月 第 7回愛知大会
小野雅一 について(文書館機能を含む博物館の

藤沢市文書館 複合館の例の発表) 藤沢市の行政文
高野修 書の保存と整理について

昭和57年11月 第 8回群馬大会
市町村からの発表な し(この大会で始めて、情報公開と文
書館の役割について論議される)

昭和58年10月 第 9回大阪大会
市町村からの発表なし (この大会で、大阪府と愛知県での
公文書館と情報公開施設を含む例が報告される)

昭和59年10月 第10回埼玉大会 市町村からの発表なし(この年、関東部会がスタート)

藤沢市文書館
文書館と図書館 ・博物館との関連につ

昭和60年 7月 第11会兵庫大会
高野修

いて (コ館は平行する独自のものとの
報告がなされる)

昭和61年10月 第12回栃木大会
戸田市史編さん室

市町村文書館の諸問題
佐藤勝巳

昭和62年10月 第13回北海道大会
藤沢市文書館

文書館をめぐって
高野修

昭和63年10月 第14回沖縄大会
草加市史編さん室大和市史編さん室

今井規雄 鈴木邦男

平成元年10月 第15回広島大会
広島市公文書館 (この大会でアンケー 卜により機関誌

井野美津子 名が 「記録と史料Jと決まる)

九州歴史資料館
平成 2年11月 第16回千葉大会 柳川|古文書館 古文書官官の展示活動

中野等

尼崎市地域研究
平成 3年11月 第17回徳島大会 史料館 市町村における文書館の課題と方向

中村光夫

幸子市史編さん室
地域史料保存のネ ットワーク (この大

平成 4年10月 第18回愛知大会
浜野一重

会では、 地域を越えた 「広域文書館」
の必要が論議される)

平成 5年10月 第四回鳥取大会 市町村からの発表な し

平成 6年10月 第20回神奈川大会
小平市立図書館J(「文書館の原点」シンポジウムへの参

蛭田庚一 加)

(注 『日本の文書館運動一全史料協の20年一』 より作成・ 敬称略)
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ついての発表をみると第 1回山口大会の高野

修氏(藤沢市文書館)からはじまり、第20回

大会までにさまざまなテーマが発表されてい

る(表)。このなかで市町村文書館の創造につ

ながるテーマでの発表も少なくない。全史料

協の活動において市町村の文書館創造も課題

のひとつであり、この課題は今も引き続き大

きな課題となっており、今回の特集へとつな

がるものである。

2 .地域文書館へ

現在、全史料協の nSAIデータブック'94.1

91によれば、都道府県において i(公)文書館」

を名乗っているのは18館、政令指定都市で5

館、市町村では藤沢市文書館のみである 101。も

ちろんこの数字は 〈文書館〉の実数ではない。

文書館制度をもっ相当機関を加えればかなり

の数にのぼるl九 しかし、文書館・公文書館と

いう名称にこだわると特に市町村にいかに少

ないかがわかるであるであろう。これはまた

換言すれば、データブックに載る全史料協の

会員数との差から、特に市町村において v 文

書館システムをもっ文書館相当機関の数が多

いことを予測させる 121。

今まで、全史料協第17回徳島大会において、

「市町村の文書館設立運動期にはいったJと

の認識がなされたωとされ、さらに「戦後の史

料保存運動史は既に第四期 (1988-)の時代J

つまり 「今後は市町村文書保存施設の設置運

動が推進され、各自治体に地域文書館が作ら

れ、活発に展開される時期Jに入ったとの認

識や、さらに 「既に史料保存運動は市町村の

文書館設立運動の時期」であると指摘されて

いる 141。しかし、反面まだ文書館自体が市民ニ

ーズからかなり距離があり、かつ行政内部に

おいてもその必要性がなかなか理解されない

ことにより、市町村での文書館の数が増えな

い、との指摘もあるω。

たしかに市町村単位での公立文書館につい

ては、その設立について“目に見えて"の進

展がないのが現状であろう。もちろんさまざ

まな条件整備、あるいは基盤整備は進んで、は

いるのだろうが、名実共に市町村立の文書館

が創造されるには今しばらくの時が必要に思

われる。

ではなぜ進まないか、この間いには無数の

答えがある。先の指摘もその理由のひとつで

はあろうが、この答えは全国の市町村の数だ

けある、としても過言ではないのではないか。

その理由のひとつとして、しばしばあげられ

るのは、各市町村における 「財政規模Jの違

いである。特にこれは 「館」の設立と連動し

て言われることである。そして、施設の問題

として次に 「単独館jか 「複合館Jかの論議

がある。

先にみたように市町村で 「文書館Jを冠す

る施設・館は極端に少ない。これは何らかの

施設 ・機関に付随(相当)していること、つ

まり複合されていることが多いことにも、そ

の機能論と共に論議されるところである1ヘ

3 .市町村史の編さん事業からの移行は可能

カ、

市町村の文書館の設立運動をみるうえで、

忘れてはならないことがある。それは多くの

場合、「市町村史の刊行事業の一応の終了後、

地域に残された古文書などの史料の保存と利

用をどのような形で図るのか、また行政文書

をはじめとした近現代史料の収集・保存をど

のようにしていくのかJ171、また「編さん事業

が終盤に近づくにつれてJiその資料の行方と

事業の継続について」考える 181というもので、

市町村史の編さん事業からの移行として文書

館を考えるということである。この点は市町

村に限らず都道府県においても同様の形があ

ろう 191。

市町村史の編さんが終局を迎えるにあたっ

て、その後の組織を文書館へと移行すること

を考える、とするのが一般的なパターンとし

て考えられる。筆者の勤務する市においても、

まさにそのような状況であった。

このようなパターンに何か問題は無いのだ

ろうか。確かに市町村史から理想的な文書館



を創造した藤沢市の例があるが201、その後同じ

ような例がみられない。これは何を意味する

のか。市町村史編さん事業からの文書館への

移行に何か限界があるのだろうか。ちなみに

藤沢市の高野氏はその著 『地域文書館論Jの

なかで、“文書館から編さん事業に"との論を

展開しておられる。

手ム見であり、社t判があると思うが、あえて

極論を言わせてもらうと、市町村史の編さん

事業と文書館事業(文書館設立運動ではなく)

との接点は、史料の保存(利用形態は違う)

という点のみで、あとはほとんど仕事上での

重なり部分はないのではないかと思われる。

しかし、なぜか編さん事業がそのまま文書館

事業とイコールとなるように考えてしまうこ

とに、 盲点がありはしないか。この辺が行政

部局の理事者に誤解を与えているのではない

か。文書館事業は編さん事業とはどこが違う

のか、担当者ははっきり認識した上で、事に

当たる必要がある。筆者の少ない経験でも、

文書館事業には編さん事業とは全く別の情熱

を必要とすることに気付いた。(も ちろん史料

を保存し、活用のみちを拓くことにかける情

熱は個人的には同じレベルではあるが…)

市町村史の編さんにおいて、史料保存の大

切さを学び、 そのことをも って新たな組織を

再編成していく、という過程はかなり説得力

があるように思うが、なかなか思うとおりに

ならないのが現状であろう。これは市町村史

の編さん過程にみられる史料保存(収集)の

現状は、多くの場合古文書と戦前(あるいは

戦後20~30年) ま での史料にその重点がおか

れ、日 々生みだされ廃棄される行政体の史料

(行政文書)の保存(収集)にまで想いをか

けて理事者を説得させることが難しいことに

も、その一因があるかも知れない。

市町村史の編さんにおいては、〈先人たちの

努力〉によ ってその地域に 《残された史料〉

を利用して、本をつくる ことが主な仕事とし

て行われ、編さん事業における文書館の検討

では、そのために利用したあるいは編さん過

程で収集された史料の保存と、将来の活用に
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ついての方策が主に検討されるのが一般であ

る。そして、市町村史編さんが「歴史の編さ

ん事業Jであり、行政内部には 「史料保存活

用事業」であるとの意識が欠如している。こ

れは当然で、、編さんの契機はともかく (記念

事業であろうと、史料の存亡が問題となって

始められようとにその意識には、 〈今そこに

ある史料・地域から発掘した史料〉を利用す

ることが第一義にあり、その次に利用 した史

料の保存をどうするか、と いうことになる。

そこで史料の保存を訴える ことになるが、ど

うしても新しい組織の創設を唱えることは、

新たな財政負担ととらえ られ、二の足を踏ま

れることになってしまう。この 「保存するJ
ことを強調すると、 最悪の場合、 安易に既存

の歴史資料保存利用機関のひとつである博物

館や資料館、あるいは郷土資料の収集に実績

のある図書館などに、収集史料を 〈移管〉し

て「こと足れり jとして しまうことになる。

また、編さん事業が新たな博物館や資料館建

設の核となるところもある。そ して、 その際

には 〈文書館機能〉を包含させる(複合する)

ということになる211。

結局、史料保存そのものについては、その

市町村に既存の博物館や資料館、図書館など

の施設に引 き継ぐか、 あるいは新たな組織と

して設立するとしても、既に広く認知され、

かつ住民の要望のたかい施設としての図書館

か博物館・資料館になってしまうのではない

だろうか。筆者も編さん業務に携わり、編さ

んから文書館へと いうこと を主張し、 ある程

度の理解を得られたが泣)、その後の業務展開は

けっして十分とは言えない状況にある。

結論からいえば、 編さん事業の終了時から

直接の文書館設立は難しいと考える。なぜか、

いままでに述べたごとく 、編さん事業から文

書館創設への論旨展開に、説得力が欠ける、

ということである。特に施設としての建設と

とらえられると、その優先順佐でで、他の施設と

は競争にならない231剖)

でで、は、どうするか、編さん事業の展開とと

もに、史料活用の一環として行政文書 ・公文
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書の活用を機会あるごとに取り上げ、かつ行

政文書の主管課を巻き込んだ事業を展開して

いくことが最短距離であろう。これは、編さ

んが終了するのを待つのではなく、編さん事

業とは別に文書館の必要を説くことに外なら

ない。できれば、編さん事業と平行して地域

文書館の設立を目指すことが必要である。編

さん事業の終了時点では遅いのである。

そして、決して少なくない予算と人員と時

間、そして膨大なエネルギーを費やす市町村

史を編さんすることができる自治体ならば、

物理的(予算や人など)にも決して地域文書

館の設立は無理で、はないはずで、ある。

4.文書館システムの導入へ

まず地域文書館、市町村における文書館の

設立を考えるとき、その果たす役割は何か、

を考える必要がある。この間いにはさまざま

な答えが返ってこよう。しかし、いかに多く

の機能や役割lが考えられるとしてもその最た

るもの、存在する究極の役割・目的は何か、

それは自らの「組手哉f本としての証しjとして

存在すること、であろう。自治体は、その地

域の住民の生命と財産の安全を図るという役

割lがあるとすると、その活動の証しを常に認

識し、その行動を律することが必要で、あり、

そのためのひとつの方法として、考え出され

た制度が文書館制度であると考える。

このことに考えが至れば、なぜ必要か、ど

のような機構がよいのか、どのような機能が

必要なのか、などの最低限の答えは出ょう。

自治体みずからが設置することの必要性が

ここに集約される。地域文書館、特に市町村

の文書館おいては、地域史料の収集・保存・

活用することの役割のなかに、行政文書の収

集・保存・活用に大きなウェイトを置くこと

の必要性がここにある。みずからの証しとし

て、その史料を保存し、公開し、利用できる

体制を取ることが必要なのである。以前公文

書館法の施行に際して、地方自治体の対応に

ついて筆者は指摘したことがあるが24)、以前と

その状況に大きな変化はみられない。

市町村における文書館の創造に相当のエネ

ルギーを必要とする現状に、何か特効薬はな

L、σ3力、。
特効薬とは言えないまでも、文書館に一歩

近づくことができることがある。それは、各

市町村における行政文書・公文書の管理シス

テムへの提言である。市町村における業務と

してどこにでもある文書を取り扱うセクショ

ンへの働きかけと、その業務内容へ文書館シ

ステムを導入することである。

最近出版された市町村の業務を解説したマ

ニュアルのひとつに、以前では見られないよ

うな内容のものがあるのに気がついた。

それは平成 4年に出版された『文書課]と

いうもので25)、この本は「市町村の文書課の職

員一中でも、異動や採用により新たに文書課

に配属された職員 のために書かれたもの」

(序文より)であり、文書課の実務と課題に

ついて書かれ、「文書課の職員の視点から書か

れているJ(同)、ものである。

多少長くなるがこの本の内容に沿って引用

させていただき、文書館システムの導入につ

いて考えてみたい。

この本の一節に「文書の保存年限と公文書

館jの項目がある。このなかで、文書の保存

期限が切れたものについては、必要な文書の

検索の妨げとなるので廃棄することと、文書

の廃棄は、文書管理の基本の一つであること

が述べている。従来だと文書管理とは、役所

がきめた保存期限の管理と廃棄までであり、

記述もここまでのものが一般であろう 26)。

しかし、同書では続けて「しかし、このこ

と一保存年限が経過した文書を廃棄すること

ーを別の視点から見ると、ある大きな問題が

出てくる」とし、「文書を文化遺産としてとら

える見方」の導入について述べている。ここ

で、文書の廃棄をきちんと管理している団体

ほど、次の時代に残すものが限られると説明

し、「文化遺産として後世に伝えるべき文書は、

永年保存のものに限られないJので問題であ

るとしている。そしてこの問題の解決法とし



て、公文書館法と公文書館をとりあげている

のである2九

ここで「公文書館を設置していない多くの

市町村が問題である」とし、「ではどうすれば

よいかーというのがここで取り上げる問題で

あるJとして、以下公文書館の説明を し、設

立までの手順をあげている。 しかし、 ここで

は、公文書館は「文書館の一つであるJ(文書

館の“形態"のひとつという意か)と説明し

たり、文書館の説明として平九社の世界大百

科事典よりの引用として 「日々の業務執行上

必要とされる文書 ・記録を保管する場所Jし

ている点、また公文書館の基本的な業務が、

収集、整理・保存、閲覧の三つであり、情報

公開や歴史編さんは公文書館の本来的な業務

とはいえない (同書218頁)、などの指摘もあ

り、疑問もあるがまず措いといて、ここでは

以下の記述に注目したい (同書の記述を元に

箇条書きにまとめた)。

「設置に向けて当面しておくことJ
①公文書館の必要性を訴え、各市町村の基本

構想、(地方自治法2条 5項)に基づく長期基

本計画の中に取り込むこと。

② 「歴史資料として重要な価値を有する公文

書等」の基準を作成するまでの問、文書の廃

棄を最小限に抑えること。

そのために、通常の書庫のほかに、公文書

館用の保管庫が必要となる。

③上記の手立てのための態勢をととのえるこ

と。例えば、公文書館の関係部署で、勉強会

や研究会を設置する。関係部署には、文書課

のほかに、企画課、市町村史編さん室、行政

管理課、社会教育課などが考えられる。

などがあげられている。これらについては、

どこの市町村でも始められる具体的な手段の

ーっとして注目したい。

また、同書では「公文書館の検討は、当面、

従来の廃棄基準によ って文書を廃棄しないー

というところから始めるべきだ」とし、「この

点を踏まえて検討を進めるこ とが大切で、ある」

特集/市町村文書館の創造 9 

としている。

長々と引用させていただいたが、ここで注

目したいのは、これらの記述が文書館関係者

からのものではなく、 行政事務の第一線の人

達によるものであることであり 28)、この記述を

見る限りでは、公文書館を必要とするのは行

政文書 ・公文書を管理する立場からの要求に

よる、ということである。つまり文書館シス

テムに対する要求は、文書管理部門において

も必要とされ、その有効性を認識してきたと

いえるのではないか。これも公文書館法の施

行による効果といえるかも知れない。

また以上みてきたように、ここでは「施設」

としての公文書館を設置して、〈文化遺産とし

ての公文書の保存}を行う ことを想定してい

るが、何も 「館」を建設しなくても そのシス

テムを公文書の管理システム中に導入し、保

存を図り、 利用することを考えれば、 今す ぐ

にも「公文書館jシステムはできるのである

29) 

文書課において現用文書の管理 ・保存 (こ

の場合は 「保管Jと考えたい)システムに、

廃棄後の保存についての流れを設定する こと

を考えるのである (図参照)。これによ って、

非現用となった文書に収集・保存の網をかけ、

その後に選別 ・保存を行うのである。 この際

に気を付けるこ とは現用文書の廃棄後、今度

は歴史史料としての管理、利用をすることに

なるが、その所管をするセク ションを通常の

文書管理をおこなう課(係)と兼務しではな

らない。兼務 しては、文書館 (システム) と

しての業務、特に最大のエネルギーを必要と

する整理し、利用に供するこ とへの努力が片

手間的なものになってしまう懸念がある。最

低でも専任の職員を配置して当たるべきであ

る。なお、平成 4年に開館した沖縄県の北谷

町文書館はこのようなシステムにおいて実績

を積み、この度文書書a館として開館 している3制0引)

北谷町に学学'ぷぶ、べき点は多い。

この本では、公文書館の検討は「従来の廃

棄基準によって文書を廃棄しないJことから

始めるべき、 としているが、(公)文書館シス
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図1 引き継ぎによる文書の流れ(概念図)

図2 廃棄による文書の流れ(概念図)

テムが確立すれば、 〈従来の基準〉で廃棄をし

ても支障はない。やはり、文書管理担当課に

〈廃棄をしない〉ことを要求しでも、 実効性

が少ない。なぜなら、前述のごとく、 「文書の

廃棄は、文書管理の基本の一つである」とい

うことがいわれ、今まで 〈文書管理=適切な

廃棄〉とされ、ましてファイリング ・システ

ムを採用していると ころでは「廃棄すること」

がそのシステムの成功の鍵をにぎる311とされて

いるのが現状であろう 。このような発想もも

っ文書管理担当では、とりあえず廃棄をして

もらい、廃棄後にきちんとした保存 ・活用態

勢を確立するほうが、話は早いのではないか

と思う 。もちろんこのシステム自体には建物

は必要ない(文書保存のためのものは必要だ

が)。強いていえば、建物は各市町村が持つ「文

書庫J(保存庫)などをそのまま利用すること

も可能で、あり、利用(閲覧)のためのスペー

スをその一角に確保することから 「文書館J
ができるのである。このようなシステムによ

って行政文書 ・公文書の保存が図られ、適切

に整理され利用が可能になり、職員聞におけ

る保存文書の必要性が認識されれば32)、次のス

テップとして文書館の設立への大きな一歩と

なろう。このあたりから予を付けて行く こと

が早道ではないだろうか。

文書保存担当(文書館・公文書館など)

日

文書保存担当(文書館 ・公文書館など)

集収

a
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5 .単独か複合か

前掲の 『文書課』では、行政的な発想、から

の公文書館設置について述べながら、 「どのよ

うなタイプの公文書-館とするのかをなるべく

早い時期に決めることであるJとし、 2つの

タイプを紹介している(同書の記述を元にま

とめた)。

「公文書館の設置の検討にあたっての留意点」

①行政サービスに重点をおくもの→情報公開

に結ぴやすい

②文化サービスに重点をおくもの→博物館な

どと結びやすい

上記のように公文書館について明確に 2つ

のタイプにわけで検討を薦めている。ここで

は、公文書館はこの 2つのタイプ、というよ

り〈この 2つの機能を併せ持っている〉、とい

う理解は出て来ない。このあたりに現在の公

文書館の成立の問題点や複雑さがみられる。

さらに同書では、 「いずれのタイプを選択する

かは、市町村の規模やその市町村における公

文書館の位置付けなどを総合的に検討して決

めるべきJとして、市町村にその設置形態を



委ね、まさに公文書館そのものの性格を瞭昧

にしている。公文書館の機能としてここでい

う行政サービスと文化サービスの 2つがあり、

切り離せないことは共通理解ではなかったの

か問。 この記述を単に誤解だとするには文書館

界における情報の発信においても責任の一端

があろう。一般には、この機能が全く違うも

のとして理解されてしまい、別の施設となっ

てしまう危険性をはらんで、いることが、この

記述からも予測される。(なお、ここで考える

複合は、図書館や博物館のなかの機能に文書

館機能を抱合されたものをイメ ージし、 組織

が全く別で、建物のみを併用あるいは共用す

ることとは一線を期したい。)

公文書館のタイプ(機能)は 〈ひとつ〉な

のである。ここでは、設置形態 (博物館など

との複合なのか、単独なのか〉と機能形態(行

政目的と文化目的)が同一視されており、公

文書館が、複合であろうと単独で、あろうと行

政サービスと文化サービスはなんら支障なく

公文書館の固有の業務として展開していくも

のとの理解がない。

また複合か単独かという問題は、市町村の

文書館を考えるときにセットとして常に狙上

に乗ることが多い。全史料協の1991年の徳島

大会においても市町村の文書館の設立に関し

て単独か複合かの多くの論議がなされている

3ヘそして同大会で、複合施設も過渡的な便法

として容認する方向が提起された、というあ)。

この論については、市町村における文書館設

立の目的・役割がどこにあるのか、の論議な

しでは無意味で、ある。

市町村の文書館では、まず第 1の目的とし

て 「行政目的のための文書館Jを考えたい。

そのうえで地域文書館の様々な機能を付する

ことを考える。市町村がその行政目的を達成

するための一手段として文書館を利用して、

住民サービスへつなげることが、文書館のも

つ最大の特色と考えたい。(筆者には、以前沖

縄大会でお聞きした r1枚のコピーJの話が

印象深く残っている。ある役所で隠道建設を

するとき、保存されていた数十年ま えの書類

特集/市町村文書館の創造 11 

によって、 ボーリ ング費用が大幅に軽減され、

数百万の費用が、わずか数十円のコピー代で

済んだ、というものである。これも結局は税

金を通じた住民サービスといえないか。)

まさに、公文書館法にいう 、国及び地方公

共団体の責務(第 3条)が、行政自らの責任

において、行政みずからのために、ここに具

現化されるのである。

この観点にたてば、 単独か複合か、また所

管がどこなのか、 などの余地がない。当然、

〈行政の責任で、行政の証しのために〉設置

すべきものとして、その所管は首長部局にな

るだろうし、 f也の施設、特に教育委員会所管

の社会教育施設との複合はあり得ない。極論

ではあるが、たとえ利用者がなくとも設置す

る義務がある。

複合についてもさまざまな意見があること

は承知しているが拙、あえて言わせてもらえば、

特に複合を是として、 例えば図書館や博物館

の一部の機能として最初から目論んだ場合、

限られた予算と人員のなかで、果たしてうま

く機能し得るか、非常に疑問である。最初の

うちは良いが、恒久的な組織として維持して

いくのはかなりの努力が必要とされよう。あ

えて、安易な複合なら避けるべきではないだ

ろうか。 「施設」ができ なければ、文書館がで

きないとせず、 建物よりまず文書館 「システ

ム」 の構築を目指すべきである。

市町村の設置する文書館は、 地域文書館と

しての機能を十分発揮するためにも、まず行

政目的に合致するものを創造していくことが

重要で、ある。もちろん目的を達成するための

職員の確保については言うまでもない。そし

て最終的には文書館は「ヒト・チエ・ハコ」

の3要素371が満たされることによって名実共に、

行政と住民のための生涯学習施設としての文

書館機能が発揮できるのである。

公文書館法が施行されてから 8年の歳月が

流れたが、公文書館の建設=館の建設とする

論議、単独か複合かが先行してはなかなかそ

の先に進めない。博物館も図書館も確実に機

能進化 ・発展しているのである。そのなかに
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文書館を住置づけることも、それなりに意味

があると思うが、このことが市町村における

文書館のイメ ージをより複雑にしているので

はないか。 もっと単純に今一度いまある公文

書館法の精神に照らし、かっ本質に立ち返っ

て考えることは無駄で、はないはずで、ある。

おわりに

『日本の文書館運動一全史料協の20年一』

に 「我々(全史料協)の活動とは何を目指す

べきなのだろうか。J381との自問に 「第四回~

20回大会でのテーマとなった 「文書館制度の

拡充Jに尽きるJと答えている。

しかし、続けて 「このテーマが浸透したと

は思えない。」 と述べ、 〈文書館制度の拡充〉

が 「現行 『文書館』制度の拡充」にすり替え

れて議論されがちであるので、今一度 「現行

『文書館J制度の拡充ではなくて 「文書館制

度の拡充Jを大いに議論すべきだ」としてい

る391。

〈文書館制度〉のみなず 〈文書館〉の共通

認識については、全史料協だけでなく、あら

ゆる立場における人々が抱いている共通の課

題であろう。文書館の設立が今一つ進展しな

い原因もここにあるのかも知れない。また文

書館制度についても、日本の行政の特性や歴

史的な背景への見極めと独自な発想が必要な

のかも知れない。

いずれにしても、 〈文書館の創造〉は古くて

新しい問題であり、常に全史料協の活動のテ

ーマであることには間違いないだろう 。 しか

し、いつまでも課題とすることは出来ない。

いつか、近い将来どこの市町村にも 当たり前

のこととして文書館が、そのシステムが設置

される日がくるよう、先輩が切り拓いた道を

延ばさなければならない。

ここまで勝手な論を進めてきたが、展望ど

ころか、極論に走りすぎた気がしないでもな

い。 しかし、多くのご批判をいただくのも、

誌面を汚したものの責任と思い、あえて書か

せていただいた。小稿では、特に中小規模の

市町村をイメ ージしているが、的はずれな論

になっているやもしれない。また、ここで述

べたようなことは、既に多くの人達によって

論じられていることで、何ら目新しいことで

もなく、分かり切ったことで今更述べること

でもないかも知れないが、いま一度原則に立

ち返る意味であえて誌面を汚した、と解して

いただき御寛怒願いたい。

追記・・・

…前掲の『文書課』の中に、 「文書館は、 「人

類の共同記憶装置であるjといわれる。文書

課においても、次ぎの世代のために、この装

置作りの一端を担っていきたいものだj とし

て項を結んでいる。

もしかした らJ巻き込んで、云々'などと考え

たのは、 i替越なことなのかもしれない…。

〔注〕

1) r地域文書館の設立に向けてJ(昭和62年)

において、 地域文書館とは 「市町村の行政範

囲を基本としながも地域住民の生活の及ぶ範

囲内の様々な地域史料の収集 ・保存 ・研究と

活用を図る機関Jとし、市町村での文書館設

立について検討を加えている。また、同書の

刊行に中心的な役割を担われた遠藤忠氏によ

って「地域文書館の機能J(r八潮市史研究第

10号J平成3年)と題した地域文書館に関し

た詳細な報告がある。

最近の成果には、 高野修氏 『地域文書館J
(平成 7年岩図書院)がある。

なお、小稿においては 「地域文書館J・「文

書館」・「公文書館」の語を用いるが、あえて

意味付けにおける使い分けはしていない。地

域文書館(文書館)には、公立のものだけと

は限らないと考えるが、ここでは市町村のも

のをイメージした。

2 )八潮市立資料館(平成元年) ・久喜市公文

書館(平成5年)・入間市博物館(平成 7年)

などがある。

3 )例えば、第 3号の特集「現代の記録をどう

残すか一文書館への道程一jにおける戸島昭

氏 「地方自治体の記録をどう残すか一文書館

へのステップーJn記録と史料J平成 4年)

など、一連の各号の特集にそった報告。

4)地域文書館や文書館、公文書館などの検討

には、その機能・組織などについての検討を



し、定義づけをすべきだが、ここでは全史料

協と埼史協で、いままで公表された定義を共

通理解として論を進めたい。

全史料1:&)]編 『日本の文書館運動一全史料協

の20年一j(平成 8年 岩 田書院)

間関東部会編『文書館学文献目録.J (平成 7

年岩田書院)

全史料協編 nSAIデータブック'94J(平成

6年第一法規)など

5 )全史料協編 『日本の文書館運動 全史料協

の20年一.J (平成 8年 岩 田書院)において現

在時点における全国の史料保存の取組みがf府
聞でき る。

6 )同書 4-67頁

7 )同書第 2主主 70-114頁

8 )同書第 3回福島大会において文書館等が少

ない現状についての議論から、法制定への

要望が高まり、第5回神奈川大会までは法制定

へ向けての大会となっている。また、6・7回大

会においても、地方文書館の性格について公

文書主体とすべきとの認識が示され、法制定

への議論が歴史資料の保存と公文書の保存と

の関係へと高ま っている。

9 )全史料協編 nSAIデータブック'94.1 (平成

6年第一法規)

10) この数字は DSAIデータブック'94.1の編さ

ん時点(平成 5年)の数字である。

11) ここでイメージする「相当機関」は、文書

館を名乗らずとも、文書館システムあるいは

その一部を内在する博物館・図書館、編さん

室を想定している。全史料協に加盟する機関

は該当すると して、 nSAIデータブ yク'94.1

によれば、 50機関に及ぶ (228頁)。

12)機開会員105のうち64機関(政令指定都市を

含む)が市町村。

13)遠藤忠氏「地成文書館の機能J(r八潮市史

研究10号J平成 3年12月 八潮市立資料館)な

お、同氏は徳島大会において、「都道府県(地

方)文書館と市町村立(地域)文書館の機能

の違いが論点j とな り 1<地域の中の文書館〉

の機能分化の必要性がクローズアップされた」

と指摘している(，地域の中の文書館の機能分

化J<r会報』全史料協第24号平成 4年 3月>)

14)遠藤氏前掲論文の注

15)根本直樹氏「地域史研究からみた複合施設

の展望一文書館構想から新たな文化施設へ-J
(W地域史研究はこだて23号j平成 8年 3月函

館市史編さん室)

16)最近では根本氏が前掲論文において、博物

館/図書館/文書館の積極的な複合化論を展

開している。また久慈千里氏「地域における

特集/市町村文書館の創造 13 

資史料保存の成果と課題J(r歴史科学142号J
平成 7年 9月大阪歴史科学協議会)において

も八潮市立資料館の事例から複合館について

論じている。また、遠藤忠氏 「地域の中の文

書館の機能分化J(W会報j全史料協 第24号平

成 4年 3月)において、市町村文書館(地域文

書館)と都道府県立文書館の機能分化について

E命じている。

17)前掲書『地域文書館の設立に向けて.I(序文)

18)前掲 根本氏論文(はじめに)

19)例えば昭和52年開館の岐阜県歴史資料館は、

岐阜県史編さん室の後をう けて設立きれいる

など、多くの県立文書館も県史との関連で設

立されている。

高野修氏において も同様な指摘がある(前掲

書 『地域文書館J206頁)

20)前掲書高野修氏 『地域文書館Jに設立に至

る詳細な報告がある (107頁)。

21)戸田市立郷土博物館の文書係(博物館機能

は事業係・文書館機能は文書係と事務分掌で

分化している)の例、八潮市立史料館、入間市

博物館の文書館機能部分など。

22)戸田市史編さん室における一連の活動。拙

稿「戸田市における文書保存とその管理J(r研
究紀要第3号』昭和63年 戸田市立郷土博物

館)参照。

23)住民の要求による優先的な公共施設として、

まず図書館の整備があげられる場合が多い。

24)拙稿「公文書館法と地方自治体における文

書管理!・史料保存J(W史料館報49号』昭和63

年 9月国立国文学研究資料館史料館)・同「地

域史料保存と地域文書館J(r国史学第138号J
平成元年 5月国史学会)

25) r文書課〈市町村の実務と課題 5>.1 (平成

4年 1月ぎょうせい)

26)同様の本に、『地方公共団体の新しい文書管

理システムの構築と運用J(昭和62年 6月自

治日報社)があるが、ここでは管理システム

としては廃棄と書庫での保存のみの記述とな

っている。ただ、公文書館については条例の

説明の項で情報公開と一緒に簡単な記述があ

る。

27)前掲書『文書課〈市町村の実務と課題 5>J 
216頁。 しかし、この項では文化遺産として残

す文書については、公文書館を設置している

団体(市町村) については、一応解決済みで、

ある、とあるが…

28)同書の序文に「市町村行政の第一線におい

て活躍中の自治大学校の卒業生諸氏を中心に

依頼した」とある。

29)拙稿 前掲書「戸田市における文書保存とそ
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の管理J及ぴ12回栃木大会での発表要旨など

を参照。

30)本誌渡口氏論文参照。

31)いま手元にあるものでみる と、 廃棄をすす

める記述のみである。三津仁氏 『四訂ファ イ

リングシステム.I(昭和59年10月 日本経営出

版会) ・東政雄氏 『実践フ ァイリ ングの進め

方j(昭和60年 5月日本能率協会)など。

32)職員の理解を得るため例 えば、八潮市立資

料館では平成3年より 市役所職員を対象に、公

文書保存の理解を得るため「公文書保存講座j

を実施 している (r八潮市史研究』参照)。ま

た久喜市公文書館においても平成7年に市役所

職員向けの公文書館システムの理解のための

展示を行っている、とのこと である (森本祥子

氏「アーキビス トの専門性J<史料館研究紀要

第27号 ・平成8年3月)。

日本の文書館運動
会史料協編 96.03刊/A4判・424頁/24000円
〈全史料協の20年) 1976年に結成された全史料協

20年の軌跡をたどり，戦後史料保存運動・文書館

運動の総体を捉える.付録資料188頁/年表26頁.

文書館学文献目録
全史料協関東部会編 A4判・460頁/9900円
図書館学・博物館学に匹敵する「文書館学」の成

果約7000件を初めて体系的に収録.史料保存と文

書館/記録史料論/記録史料の管理 (95.11刊)

地域文書館論間出来】
高野修著 95.09刊/A5判・342頁/3800円
日本の文書館運動を常にリードしてきた神奈川県

藤沢市文書館.本書は，その館長として，地域社

会と文書館の問題に取り組んできた実践の記銃

33) r記録遺産を守る ためにj(平成元年 1月 全

史料協)25頁

34) r会報 No23j(平成 4年 1月全史料協)

35)湯浅隆氏「博物館の史料をとりまく 状況j

(r歴史手帖 20-3221号J平成 4年 3月 名著

出版)

36)例えば、久慈氏前掲論文「地域における資

史保存の成果と課題J・根本氏前掲論文 「地

域史研究からみた複合施設の展望jなど

37)鴻恵玲氏「日 本文書館事業の支えJ(rアー

キビスト No32j平成 6年 7月全史料協関東部

会会報)中、 安藤正人氏の論として紹介。

38)前掲書 全史料協編 『日本の文書館運動一

全史料協の20年一j113頁

39)同113頁

近世仏教と勧化
鈴木良明著 96.08刊/A5判・364頁/7900円
近世史研究議書 1 (募縁活動と地域社会の研究〉

幕府寺社政策と勧化，遠隔聖地信仰と地域社会，

寺社の経営と文化，等について論究.付資料3篇.

近世米作単作地帯の
村落社会 渡辺尚志編/8803円

95.11刊/A5判・452頁

〈越後園岩手村佐藤家文書の研究〉 佐藤家文書を

総合的に分析し，家・村・地域の特質を明かにする.

日本宗教史研究文献
目録195.11刊和芳蔵官
1971~87年に発表された日本宗教史に関する文献
約 1万タイトルを，時代別・執筆者順に収録.
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